
 
 

 

 

 

 

 

菅谷高畑土地区画整理事業 

保留地販売 

案　内　書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

高崎市菅谷高畑土地区画整理組合 

（事務局：高崎市役所 10 階区画整理課内） 

ＴＥＬ：０２７（３２１）１２７５[直通] 



 

保　留　地　と　は 

 

１　保留地は土地区画整理事業により生じた土地のため、高崎市菅谷高畑土地区画整

理組合（以下、「組合」という）の名義で登記されています。 

 

２　売買契約が成立いたしますと、組合が買受人に所有権移転登記をいたします。 

なお、登記に要する費用は買受人の負担となります。 

 

３　抵当権設定は、所有権移転登記が完了した後に登記可能となります。住宅建築に

伴う融資を受ける場合は、金融機関に相談してください。 

 

４　現状有姿での引渡しとなります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※　都市ガスは整備されていないため、個別プロパンガスになります。 


